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石川県告示第362号

母体保護法 (昭和23年法律第156号) 第15条第１項に規定する受胎調節の実地指導を業として行う者として､ 平成

24年７月24日次のとおり指定した｡

平成24年７月24日

石川県知事 谷 本 正 憲

石川県告示第363号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第26条の２第２項の規定により､ 次のとおり保安林の指定を解除する｡

平成24年７月24日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 解除に係る保安林の所在場所

河北郡内灘町字大根布り251の164, 251の165

２ 保安林として指定された目的

飛砂の防備

保健保安林

３ 解除の理由

道路用地とするため

石川県告示第364号

漁業災害補償法 (昭和39年法律第158号) 第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定による届
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告 示

指定番号 住 所 保健師､ 助産師
又は看護師の別 氏 名

第1164号 白山市千代野東三丁目３番地４ 助 産 師 瀬 波 恵 里

平成 24 年 ７ 月 24 日

第 １２５１２ 号 (火曜日)

毎 週 ２ 回 火 曜 金 曜 発 行

告 示
○受胎調節の実地指導を業として行う者の指定

(少子化対策監室) 1
○保安林の指定の解除 (森林管理課) 1
○漁業災害補償法第108条第２項の規定による同意の認
定 (水 産 課) 1

公 告
○特定非営利活動法人の定款変更認証申請公告

(県民交流課) 2
○大規模小売店舗の新設の届出の公告 (経営支援課) 2
○大規模小売店舗立地法による意見の概要の公告

( 同 ) 3

○土地区画整理組合の理事退任公告 (都市計画課) 4
○土地区画整理組合の定款の変更認可公告 ( 同 ) 4

選挙管理委員会
○石川海区漁業調整委員会委員の任期満了による一般選
挙の執行 4
○石川海区漁業調整委員会委員選挙の選挙長及び選挙長
職務代理者の選任 5

石川海区漁業調整委員会委員選挙選挙長
○石川海区漁業調整委員会委員選挙における候補者の届
出又は推薦届出の受理その他の事務を行う場所 5



出を審査した結果､ 次の加入区について同法第108条第２項の規定による同意があったものと認める｡

平成24年７月24日

石川県知事 谷 本 正 憲

穴水町第１加入区� 発起人の住所及び氏名

鳳珠郡穴水町字前波へ243番地 有限会社 前波大敷網

鳳珠郡穴水町字前波ニ171番地１ 有限会社 協栄水産� 区域

石川県漁業協同組合の地区のうち旧穴水町漁業協同組合の地区 (前波及び沖波の区域に限る｡)� 区分

大型定置漁業又は大型定置漁業及び小型定置漁業を併せ営む漁業� 漁業災害補償法施行規則 (昭和39年農林省令第35号) 第48条の２において準用する同令第46条第１項の規定に

よる通知年月日

平成24年７月２日

特定非営利活動法人の定款変更認証申請公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第３項の規定により､ 特定非営利活動法人の定款変更の認証

の申請があった｡

平成24年７月24日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 申請のあった年月日

平成24年７月11日

２ 特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 生き生き七尾づくりＮＰＯ

３ 代表者の氏名

松平 重成

４ 主たる事務所の所在地

七尾市舟尾町ク37番地２

５ 定款に記載された目的

この法人は､ 地域社会に対して､ 生ゴミの堆肥化等による循環型社会の普及啓発を行うとともに､ 農山漁村の活

性化等まちづくりに関する調査研究や住民参画型による公共施設の管理運営等を行うことで､ 豊かで活力ある地域

社会づくりに寄与することを目的とする｡

大規模小売店舗の新設の届出の公告

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第５条第１項の規定により､ 次のとおり大規

模小売店舗を新設する旨の届出があった｡

なお､ 法第８条第２項の規定に基づき､ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は､ この公告の日から４月以内に､ 県に対し､ 意見書の提出により意見を

述べることができる｡

平成24年７月24日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ小松沖町店

小松市沖周辺土地区画整理事業施工地区内４街区１～14

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名
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� 大規模小売店舗を設置する者

株式会社明文堂プランナー 代表取締役社長 清水 満

富山県下新川郡朝日町沼保909－２� 大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社明文堂プランナー 代表取締役社長 清水 満

富山県下新川郡朝日町沼保909－２

３ 大規模小売店舗の新設をする日

平成25年３月14日

４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

2,609平方メートル

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項� 駐車場の収容台数

99台� 駐輪場の収容台数

35台� 荷さばき施設の面積

83平方メートル� 廃棄物等の保管施設の容量

14立方メートル

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項� 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

午前９時から翌午前２時まで� 来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場①：午前８時30分から翌午前２時30分まで

駐車場②：午前８時30分から午後10時まで� 駐車場の自動車の出入口の数

７箇所� 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後５時まで

７ 届出年月日

平成24年７月13日

８ 届出等の縦覧場所

石川県商工労働部経営支援課､ 石川県行政情報サービスセンター及び小松市経済環境部商工労働課

９ 届出等の縦覧期間

平成24年７月24日から同年11月26日まで

10 意見書の提出期限及び提出先並びに問い合わせ先

平成24年11月26日

金沢市鞍月１丁目１番地

石川県商工労働部経営支援課

大規模小売店舗立地法による意見の概要の公告

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第１項及び第２項の規定による大規模小売店舗に関する意見

の概要は､ 次のとおりである｡

平成24年７月24日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

100満ボルト小松本店・ＪＡＣＫ小松東店 (Ｃゾーン)

小松市打越町イ27､ イ212
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２ 届出の内容及び届出の公告の日

内容 大規模小売店舗の名称及び所在地の変更

公告日 平成24年３月13日

３ 市町村の意見の概要

市町村名 小松市

意見の概要 意見なし

４ 居住者等の意見の概要

居住者等の意見なし

５ 意見の縦覧場所

石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンター

６ 意見の縦覧期間

平成24年７月24日から同年８月24日まで

土地区画整理組合の理事退任公告

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第29条第１項の規定により､ 次のとおり土地区画整理組合の理事が退任

した旨の届出があった｡

平成24年７月24日

石川県知事 谷 本 正 憲

松任駅北相木地区土地区画整理組合

退任した理事

土地区画整理組合の定款の変更認可公告

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第39条第１項の規定により､ 土地区画整理組合の定款の変更を次のとお

り認可した｡

平成24年７月24日

石川県知事 谷 本 正 憲

１ 組合の名称

松任駅北相木地区土地区画整理組合

２ 事務所の所在地

白山市相木町76番地

３ 設立認可の年月日

平成16年11月11日

４ 変更認可の年月日

平成24年７月18日

石川県選挙管理委員会告示第42号

漁業法 (昭和24年法律第267号) 第94条において準用する公職選挙法 (昭和25年法律第100号) 第33条第１項の規定

により､ 平成24年８月２日に石川海区漁業調整委員会委員の任期満了による一般選挙を行う｡

選挙すべき委員の数は９人である｡

平成24年７月24日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会
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氏 名 住 所 退任年月日

今 村 清 明 白山市相木町40番地 平成24年６月30日

選 挙 管 理 委 員 会



石川県選挙管理委員会告示第43号

平成24年８月２日執行の石川海区漁業調整委員会委員選挙において､ 漁業法 (昭和24年法律第267号) 第94条にお

いて準用する公職選挙法 (昭和25年法律第100号) 第75条第３項の規定により選挙長を､ 漁業法施行令 (昭和25年政

令第30号) 第９条において準用する公職選挙法施行令 (昭和25年政令第89号) 第80条第１項の規定によりその職務を

代理すべき者をそれぞれ次のとおり選任したので､ 漁業法施行令第９条において準用する公職選挙法施行令第81条の

規定により告示する｡

平成24年７月24日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会

石川海区漁業調整委員会委員選挙選挙長告示第１号

平成24年８月２日執行の石川海区漁業調整委員会委員選挙における候補者の届出又は推薦届出の受理その他の事務

は､ 次の場所において行う｡

平成24年７月24日

石川海区漁業調整委員会委員選挙

選挙長 福 島 健 一
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選 挙 長 選挙長の職務を代理すべき者

住 所 氏 名 住 所 氏 名

石川県金沢市普正寺町９の15番地 福 島 健 一 石川県金沢市佐奇森町ヲ127番地 大 杉 守

石川海区漁業調整委員会委員選挙選挙長

期 日 場 所

平成 24 年 ７ 月 24 日
石川県金沢市鞍月１丁目１番地

石川県庁 石川県選挙管理委員会室 (行政庁舎５階)

平成24年７月25日以降
石川県金沢市鞍月１丁目１番地

石川県庁 総務部地方課 (行政庁舎５階)
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(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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